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【誤訳訂正書】
【提出日】平成26年1月29日(2014.1.29)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】請求項１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【請求項１】
　可動家具部を動かすための少なくとも１つの駆動部材と、該駆動部材の動きを止めるた
めのロック装置とを備えた駆動装置であって、
　前記ロック装置（７）は、前記駆動装置（１）の内部または上部に配置され、前記駆動
部材（５）を動かすためにキー（９）でロック解除されるロック（７ａ）を含んでいるこ
とを特徴とする駆動装置。
 
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００６】
　本発明によれば上記の目的は、駆動装置の内部または上部に取り付けられたロック（錠
）をロック装置（施錠装置）に装備し、キー（鍵）によってロックを解除し、駆動部材を
作動させることで達成される。
 
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２９】
　図４ｃは、固定された安全キー９を備えた取付装置８の側面図である。本発明の変形例
では、キー９は、解放可能な保持装置１４によってフラップ側の取付具１３に固定される
。
　図５ａから図５ｃは、経時的なキーのロック解除に関する取付装置８の垂直断面図を示
す。連結部１４ａが軸１４ｃの周囲を旋回する様子が図示されている。図５ａでは、キー
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９の掛止要素９ａは、連結部１４ａの対応する掛止要素１４ｂと係合状態にある。よって
、キー９は引き出されない。移動可能なピン形状の駆動要素１５ａは連結部１４ａに当接
する。弾性支持部１５ｃと、本図では解除位置にあるその固定部１６が図示されている。
フラップ１２は、図５ａではまだ取り付けられていない。
　図５ｂでは、取付装置８はフラップ側で取付具１３によってフラップ１２に接続されて
いる。弾性支持部１５ｃは、取付具１３で掛け止めされている。この取付作業のおかげで
、取付具１３の接触面によって、駆動要素１５ａも下方に移動し、連結部１４ａは軸１４
ｃの周囲で旋回する。この結果、連結部１４ａの掛止要素１４ｂはキー９の掛止要素９ａ
からロックが解除されており、キー９は引き抜けるようになる。
　図５ｃは、引き抜かれたキー９を示す。特にここでは、キー９が固定具から引き抜かれ
た後、固定部１６は支持部１５ｃの方向にスプリングの付勢力で旋回されるため、支持部
１５ｃの操作は不可能になる。フラップ１２の解除は、キー９が固定具８に再び挿入され
、固定部１６が戻り旋回し、支持部１５ｃが作動可能になり、取付具１３がフラップ側に
存在した状態で支持部が拘束位置から抜け出し可能になったときにのみ可能になる。
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